
日本ＣＳＲ普及協会 第３回研修セミナー 
 

 

  

   

 

 

 日本ＣＳＲ普及協会は、弁護士が中心となり、他士業とも協力して「企業の社会的責任」 

（ＣＳＲ）の確立とその普及･啓発などを目的として、2008 年 10 月 20 日に設立されました。 

当協会は、日本弁護士連合会が公表した「企業の社会的責任(ＣＳＲ)ガイドライン２００７

年版」を踏まえ、公益的活動を積極的に行ってまいります。 

 第３回の研修セミナーは、第２回セミナー「ＣＳＲと環境配慮の課題」に続き、｢ＣＳＲと

内部統制の課題｣を取り上げて、下記のとおり開催いたします。 

会社法・金融証券取引法において内部統制の構築が義務付けられました。ＣＳＲ経営とは、

本業を通じて実現されるべきものであり、コンプライアンス（法令遵守）より広い考え方で

あると考えられます。そこで、法的義務のみならず、有価証券報告書とＣＳＲ報告書はどの

ように関連し、どのように異なるのか。財務報告の信頼性確保のための内部統制システムは、

ＣＳＲ経営においていかなる役割を果たすのか。さらに、内部統制システムの構築における

弁護士の役割についても、ＣＳＲの観点から考え、また、企業の具体的で自主的な取組みの

あり方を探ります。資料準備の都合上７月１日（水）までに参加のご回答をお願いたします。 

２００９年５月        日本ＣＳＲ普及協会会長 平山 正剛 

（日本弁護士連合会 前会長） 

 

                     記 

１ 日 時 2009 年 7 月 10 日（金） 午後２時から午後５時（終了後 懇親会） 

２ 場 所 ＴＫＰ東京駅八重洲ビジネスセンター ホール２Ａ 

       東京都中央区京橋２－９－２ 第１ぬ利彦ビル２階 

      ＪＲ東京駅八重洲口より６分 都営地下鉄浅草線「宝町駅」A６出口より１分 

３ 内 容 １）講演「会社内部統制システムとＣＳＲの課題」 

          行方洋一氏（弁護士） 

       ２）講演「会社の内部統制システムとは」 

         野村修也氏（中央大学法科大学院教授） 

       ３）討論 

        野村修也 教授、行方洋一 弁護士、大久保和孝 公認会計士 

        コーディネーター 齊藤 誠 弁護士 

  ４ 主 催  日本ＣＳＲ普及協会   後援 日本弁護士連合会 

５ 定 員  ３００名（参加費３０００円・懇親会費を含む）（先着順） 

 

 

 

日本ＣＳＲ普及協会 事務局 宛（FAX: 03-3592-0330）切り取り不要 

 

出席を申し込みます。（懇親会 出席／欠席） 

１  ①企業関係者  ②弁護士(登録番号       )  ③その他（            ） 

＊該当番号に○印をお願い致します。 

２ 連絡先 （住 所）                 （電 話） 

（E-mail）  

 

  ３ 氏 名                 ご所属             （企業名・部署名） 

 ◎ 問い合わせ先 日本ＣＳＲ普及協会 （電話 03-3504-2551）  http://www.jcsr.jp 

東京都港区西新橋１－１－１５ 物産ビル別館１階 三羽総合法律事務所内 

      ご提供いただいた個人情報は本セミナーに関する連絡以外には使用しません。 

企業の社会的責任（ＣＳＲ）と内部統制システムの課題 
ーＣＳＲと内部統制構築の課題ー 

弁護士ならではのＣＳＲ活動にご期待を！ 

 

 

 

 


